
■
休
日
・
休
暇

　
 

週
休
２
日
制
、
祝
日
、
年
末
年

始
休
暇
等

■
高
校
教
育

　

 

提
携
す
る
通
信
制
高
等
学
校
に

入
学
し
、
生
徒
課
程
修
了
時
に

高
等
学
校
の
卒
業
資
格
を
取
得

■
受
付
期
間

　

 

令
和
元
年
11
月
１
日
（
金
）
か
ら

　

令
和
２
年
１
月
６
日
（
月
）
ま
で

　

※
締
切
日
必
着

■
第
１
次
試
験
期
日

　

令
和
２
年
１
月
18
日
（
土
）

■
メ
ー
ル
で
の
資
料
請
求
先

　

 recruit1-hakodate@
pco.

m
od.go.jp

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
函
館
地
方
協
力
本
部

　

松
前
地
域
事
務
所

　

☎
０
１
３
９-

４
２-

３
７
７
４

農
業
用
た
め
池
を
所
有
・
管
理
し

て
い
る
方
へ

　

平
成
30
年
７
月
豪
雨
な
ど
、
近

年
、
豪
雨
等
に
よ
り
多
く
の
農
業

用
た
め
池
が
被
災
し
、
甚
大
な
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
決
壊
に
よ
る
災
害
を

防
止
す
る
た
め
、「
農
業
用
た
め

池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法

律
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
現

在
農
業
用
た
め
池
を
所
有
又
は
管

理
し
て
い
る
方
は
、
届
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

■
届
出
締
切

　

12
月
27
日
（
金
）
ま
で

■
届
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

北
海
道
渡
島
総
合
振
興
局

　

産
業
振
興
部
農
林
振
興
課

　

指
導
企
画
係

　

☎
０
１
３
８-

４
７-

９
５
０
２

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
を

予
防
し
ま
し
ょ
う
！

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
時
期
は
、

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の

発
生
件
数
が
増
加
し
ま
す
。

　

食
中
毒
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

● 

原
因
の
８
割
が
調
理
者
か
ら
食

品
等
へ
の
汚
染
で
す

・ 

日
頃
か
ら
健
康
状
態
の
把
握
や

管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・ 

下
痢
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合

は
、
調
理
作
業
を
行
わ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

症
状
が
な
く
て
も
ウ
イ
ル
ス
を

持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
衛
生
管
理
を
し
っ
か
り
行

い
ま
し
ょ
う
。

● 

調
理
作
業
前
や
ト
イ
レ
後
は
、

念
入
り
に
手
指
の
洗
浄
や
消
毒

を
行
い
ま
し
ょ
う

・ 
時
間
を
か
け
て
洗
い
落
と
す
意

識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

● 

食
品
や
器
具
等
の
加
熱
や
消
毒

を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

・ 

中
心
温
度
85
～
90
℃
、
90
秒
以

上
の
加
熱
や
、
塩
素
系
消
毒
剤

に
よ
る
消
毒
が
有
効
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

北
海
道
渡
島
保
健
所
生
活
衛
生
課

　

食
品
保
健
係

　

☎
０
１
３
８-

４
７-

９
５
５
２

11
月
は
、
労
働
保
険
適
用
促
進
強

化
期
間
で
す
！

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
労
働
保
険

の
加
入
は
お
済
み
で
す
か
？
労
働

保
険
に
加
入
し
て
、
従
業
員
の

方
々
が
安
心
し
て
働
け
る
職
場
に

し
ま
し
ょ
う
！

■
労
働
保
険
と
は
？

　

労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
総
称

で
、
労
働
者
の
生
活
の
安
定
、
福

祉
の
増
進
等
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
国
が
直
接
管
理
運
営
し
て
い

る
保
険
で
す
。

　

農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
き
、

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事

業
に
つ
い
て
は
、
法
人
・
個
人
を

問
わ
ず
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

・ 

厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局
総

務
部
労
働
保
険
徴
収
課

　

☎
０
１
１-

７
０
９-

２
３
１
１

・
函
館
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
１
３
８-

８
７-

７
６
０
８

・ 

函
館
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
）

　

☎
０
１
３
８-

２
６-

０
７
３
５

知内診療所 知内町字重内31番地130

℡：01392-5-3509
医師：山内賢二（院　長）

医師：函館中央病院整形外科　医師診療日

知内消防署

函館信金
知内支店

知内保育園

保健センターと

同じ建物

☆知内診療所

保健センター

（ )

至 福島 至 木古内

隔 週 水 曜 日

月・火・水・木・金

月・火・水・木・金及び第１・３・５土曜日

１４：００～１６：００

　８：００～１２：００

１４：００～１７：００

（受付時間 12:00～）

〔　〕25


